
○山口県警察における電子署名の管理に関する訓令

平成２９年１２月１４日

本 部 訓 令 第 ４ ７ 号

（趣旨）

第１条 この訓令は、山口県警察における電子署名の管理について必要な事

項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第

１０２号）第２条第１項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子署名カード 電子署名を行うための符号その他の情報が記録され

たカードをいう。

（電子署名の種類）

第３条 電子署名の種類は、次のとおりとする。

(1) 所属長署名

(2) 前号に掲げるもののほか、電子署名を行う業務を主管する所属（以下

「主管所属」という。）の長（以下「主管所属長」という。）が必要と

認める者の署名

（電子署名の方法）

第４条 電子署名は、電子署名カードを使用する方法により行うものとする。

（管理責任者）

第５条 電子署名カードを適正に管理するため、管理責任者を置く。

２ 管理責任者は、警務部総務課長をもって充てる。

（保管責任者）

第６条 電子署名カードを適正に使用し、及び保管するため、保管責任者を

置く。

２ 保管責任者は、電子署名カードを使用する所属の長をもって充てる。

（電子署名カードの使用）

第７条 所属長は、電子署名カードを使用しようとするときは、主管所属長

に申し出るものとする。

２ 主管所属長は、前項の申出があった場合において電子署名カードを

使用する必要があると認めるとき又は主管所属において電子署名カー

ドを使用する必要があると認める場合は、電子署名カード使用申出書

（別記第１号様式）により管理責任者を経由して本部長に申し出るも

のとする。

（電子署名カードの管理）

第８条 管理責任者は、電子署名カード管理簿（別記第２号様式）を備え付

け、電子署名カードを保管している所属の状況を明らかにしておかな



ければならない。

（電子署名カードの保管）

第９条 電子署名カードの保管については、施錠機能を有する保管庫等にお

いて適切に行わなければならない。

２ 保管責任者は、所属職員のうち、適当と認める者に電子署名カード

の保管を行わせることができる。

（電子署名カードの更新）

第１０条 保管責任者（主管所属長である保管責任者を除く。第１２条にお

いて同じ。）は、次の各号のいずれかに該当する場合において、電子

署名カードを更新しようとするときは、主管所属長に申し出るものと

する。

(1) 電子署名カードに記録された情報に変更がある場合

(2) 電子署名カードの有効期間が満了する場合において、当該電子署名

カードに係る電子署名を継続して行う場合

２ 主管所属長は、前項の申出があった場合又は主管所属において前

項各号のいずれかに該当する場合であって、電子署名カードを更新

する必要があると認めるときは、電子署名カード更新申出書（別記

第１号様式）により管理責任者を経由して本部長に申し出るものと

する。

（事故の報告）

第１１条 保管責任者は、電子署名カードの盗難、亡失、不正使用その他の

事故があったときは、直ちに管理責任者及び主管所属長（主管所属

長である保管責任者にあっては、管理責任者）に報告しなければな

らない。

２ 管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに本

部長に報告しなければならない。

（電子署名カードの失効）

第１２条 保管責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、電

子署名カードを失効させようとするときは、主管所属長に申し出る

ものとする。

(1) 電子署名を行わなくなった場合

(2) 物理的又は電磁的な破損その他の理由により電子署名カードが使用

できなくなった場合

(3) 前条第１項に規定する事故の報告を受けた場合

２ 主管所属長は、前項の申出があった場合又は主管所属において前

項各号のいずれかに該当する場合であって、電子署名カードを失効

させる必要があると認めるときは、電子署名カード失効申出書（別

記第１号様式）により速やかに管理責任者を経由して本部長に申し

出るものとする。

（その他）



第１３条 この訓令に定めるもののほか、電子署名の管理について必要な事

項は、別に定める。


